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資料編 
 

計画策定の経緯 
【生物多様性地域戦略とは】 

生物多様性基本法により、生物多様性国家戦略を基本に都道府県又は市町村の区域内における
生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画として定めるよう努めなければならな
いとされている計画です。 
【第 1 次府中市生物多様性地域戦略について】 

本市では 2014（平成 27）年に第 1 次府中市生物多様性地域戦略（以下、第 1 次戦略といい
ます。）を、独立した個別計画として策定いたしました。 

第 1 次戦略では、府中市総合計画、府中市環境基本計画、府中市緑の基本計画など、生物多様
性に関連する施策を含む他の計画との役割を区別し、国においても主要な課題と位置付けている「生物
多様性の社会における主流化」を主眼とした計画として戦略を策定し、これに基づく様々な取組を実施
してきました。 
【第 2 次府中市生物多様性地域戦略の位置付けについて】 

生物多様性の保全については多岐にわたる分野と関連を有するため、生物多様性の社会における主
流化を一層推進するためには、本市の他の計画や施策と連携して取組を進めていくことが重要であると
判断し、第 2 次府中市生物多様性地域戦略については、本市の環境行政における最上位計画である
環境基本計画に包含して策定することとしました。 

このことから、基本方針２は、生物多様性基本法第 13 条に基づく「府中市生物多様性地域戦略」
として位置づけるものとなります。 

 
世界の動向 
2010（平成 22）年の COP10 において、生物多様性条約（1992（平成 4）年採択）に基づき、

自然と共生する世界を実現することを目指した愛知目標が採択されました。愛知目標に基づく戦略計画
2011-2020 では、長期目標（ビジョン）として「2050 年までの自然と共生する世界の実現“Living in 
harmony with nature”」を掲げるとともに、短期目標（ミッション）として、「2020（令和 2）年までに
生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急的な行動を実施する」ために「20 の個別目標」が掲げ
られました。 

愛知目標の達成度評価については、2014（平成 26）年の COP12 では地球規模生物多様性概
況第 4 版（GBO4）により中間評価が行われたほか、2020（令和 2）年 9 月に公表された地球規模
生物多様性概況第 5 版（GBO5）では、達成期限を迎えた愛知目標最終評価と、愛知目標の長期
目標である 2050（令和 32）年ビジョン「自然との共生」の達成に向けて必要な行動等がまとめられまし
た。 

GBO5 の最終評価では、愛知目標の 20 の個別目標のうち、目標 9「外来種の防御」など 6 つの目標
が「部分的に達成」と評価したものの、「完全に達成できたものは何一つ無く、生態系の損失は続いている」
と評価されました。未達成の理由として、各国が設定する国別目標の範囲や目標のレベルが愛知目標の
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達成に必要とされる内容と必ずしも整合していなかったこと等が指摘され、2050（令和 32）年ビジョン達
成に向けて移行が必要な 8 分野が示されました。 

2021（令和 3）年 7 月に公表されたポスト 2020 生物多様性枠組１次ドラフトでは、2050 年の
「自然との共生」に向けて 2030 年までの具体的なターゲットが示されました。そして、2021（令和 3）年
10 月に中国の昆明で開催された COP15 第一部では、「ポスト 2020 生物多様性枠組」の採択に向け
た決意を示す「昆明宣言」が採択され、2022（令和 4）年 12 月にカナダで開催される COP15 第二
部において「ポスト 2020 生物多様性枠組」が採択される予定です。 

 

 
出典︓中央環境審議会総会（第27回）資料（環境省）、IPBES第７回総会結果報告会資料（環境省）、環境省ホームページより作

成 
ポスト 2020 生物多様性枠組策定に向けた国際的な動向 

 

生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）（名古屋） 

 ●愛知目標採択 

 ●名古屋議定書採択 
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２０１９ 

生物多様性条約第 12 回締約国会議（COP12）（韓国） 
 ●愛知目標の中間評価 

２０１５ 

２０１８ 

国連サミット（アメリカ・ニューヨーク） 
 ●持続可能な開発目標（SDGs）採択 

生物多様性条約第 14 回締約国会議（COP14）（ｴｼﾞﾌﾟﾄ） 
 ●新たな目標（ポスト 2020 生物多様性枠組）の検討プロセスの採択

生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15 第一部）（中国） 
 ●生物多様性に関するコミットメントや取組の表明 

 ●ポスト 2020 生物多様性枠組の採択に向けた「昆明宣言」 

※地球規模生物多様性概況第 4 版（GBO4）において中間評価 

(Global Biodiversity Outlook 4th edition: GBO4） 

IPBES＊4第 7回総会（フランス・パリ） 

 ●IPBES 地球規模評価報告書（地球規模の生物多様性及び 

生態系サービスを評価した報告書）の受理 

 ●愛知目標の最終評価 

※地球規模生物多様性概況第 5 版（GBO5）において最終評価 

２０２２ 
生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15 第二部）（カナダ） 

 ●ポスト 2020 生物多様性枠組の採択 

 ●関連する実施手段の検討 
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出典︓「地球規模生物多様性概況第５版（GBO５）の公表について」（環境省） 

愛知目標の達成状況 

 
出典︓「ポスト 2020 生物多様性枠組に係る議論の概要」（環境省第１回ネイチャーポジティブ経済研究会） 

ポスト 2020 生物多様性枠組 １次ドラフトの概要 
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出典︓「ポスト 2020 生物多様性枠組に係る議論の概要」（環境省第１回ネイチャーポジティブ経済研究会） 

ポスト 2020 生物多様性枠組 １次ドラフトのヘッドライン指標 
 

国の動向 
国においては、令和 2～3（2020～2021）年度にかけて「次期生物多様性国家戦略研究会」が全

９回開催され、令和３（2021）年７月には、次期生物多様性国家戦略の策定に向けた課題の洗い
出し及び方向性を示す研究会からの提言として「次期生物多様性国家戦略研究会報告書」が取りまと
められました。 

それを踏まえて、令和３（2021）年 8 月に中央環境審議会自然環境部会に生物多様性国家戦
略小委員会が設置され、生物多様性国家戦略の変更案の検討が行われています。令和４（2022）
年 3 月に次期生物多様性国家戦略素案が示され、令和 4（2022）年内の策定が予定されています。 

そのほか、ポスト 2020 生物多様性枠組１次ドラフトで掲げるターゲットの 3 つ目である「陸域/海域の
重要地域を中心に 30%保全（30by30 目標）」を達成するために必要な取組をまとめた「30by30 ロ
ードマップ」が、環境省の生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議により令和 4（2022）年 4 月に策
定されました。 

 
 

報告書では、以下について次の 10 年間に取り組むべきとされた。 
①生物多様性と生態系の健全性の回復（例︔OECM*6） 
②自然を活用した解決策（NbS*7）の積極的活用（例︔Eco-DRR*8） 
③ビジネスと生物多様性の好循環とライフスタイルへの反映（例︔ESG 金融、認証品） 

また、次期戦略は構造・目標・指標を大幅に見直して、目標の達成状況の明確化と多様な主体の行動を促す必要
があると指摘された。 
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出典︓「国家戦略の改定について」（環境省中央環境審議会 自然環境部会（第 44 回））より作成 
次期生物多様性国家戦略研究会報告書の概要 

 

 
出典︓「次期生物多様性国家戦略素案」（環境省自然環境部会 生物多様性国家戦略小委員会） 
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次期生物多様性国家戦略素案の概要 
 

 
出典︓「30by30 ロードマップ」（環境省生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議） 

30by30 実現後の地域イメージ 
 

 
出典︓「30by30 ロードマップ」（環境省生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議） 

30by30 ロードマップの概要 
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東京都の動向 
都においては、2012（平成 24）年に策定した「緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基

本戦略～」が 2020（令和 2）年に計画期間を終えるため、2018」（令和元）年 12 月から生物多
様性地域戦略の改定に向けた検討を開始しています。 

令和 4（2022）年 6 月に示された生物多様性地域戦略改定に係る「答申案の中間のまとめ素案」
では、“自然に対して畏敬の念を抱きながら、地球規模の持続可能性に配慮し、将来にわたって生物多
様性の恵みを受け続けることのできる、自然と共生する豊かな社会を目指す”を基本理念に掲げ、この基
本理念を踏まえ、生態系サービスごとの 2050 年東京の将来像が示されました。また、各地形における具
体的な取組や自然との関連性を整理する「地形区分ごとの将来像」も設定されました。また、2050 年東
京の将来像を実現するために、3 つの基本戦略ごとに 2030 年行動目標が示されました。 

生物多様性地域戦略の改定版は、環境審議会で検討を進めている「東京都環境基本計画」と整合
を図りつつ、2022（令和 4）年冬以降に改定の予定です。 

 

 
出典︓「東京都生物多様性地域戦略の改定について（中間のまとめ素案）」（東京都） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における 2050 年将来像 
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出典︓「東京都生物多様性地域戦略の改定について（中間のまとめ素案）」（東京都） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における地形ごとの 2050 年将来像の地形区分 
 

 
出典︓「東京都生物多様性地域戦略の改定について（中間のまとめ素案）」（東京都） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における台地の 2050 年将来像 
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出典︓「東京都生物多様性地域戦略の改定について（中間のまとめ素案）」（東京都） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における台地の主な課題と 2050 年将来像 
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出典︓「生物多様性地域戦略 2030 年目標について」（東京都 第 10 回生物多様性地域戦略改定検討会） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における 2030 年将来目標 
 

 
出典︓「東京都生物多様性地域戦略の改定について（中間のまとめ素案）」（東京都） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における 2030 年目標の実現に向けた 3 つの基本戦略 
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出典︓「生物多様性地域戦略 2030 年目標について」（東京都 第 10 回生物多様性地域戦略改定検討会） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における基本戦略ごとの行動目標 
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出典︓「東京都生物多様性地域戦略の改定について（中間のまとめ素案）」（東京都） 

東京都の生物多様性地域戦略改定における取組体系 
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計画関連データ 

 
生物多様性関連データ 
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府中市内の生き物 

多摩川 

国分寺崖線 

府中崖線 

西府崖線緑地 

武蔵台緑地 

都立浅間山公園 

都立武蔵野公園 

※都立武蔵野公園動植物データベースによる。 

■武蔵野公園 
・哺乳類：4 種 
・鳥類：61 種 
・爬虫類：10 種 
・両生類：3 種 
・昆虫類：250 種 
・水生生物類：90 種 
・植物類：437 種 
・希少種：2013 都 RL＆環境省 RL・・・100 種 
        2020 都 RL＆環境省 RL・・・84 種 

■浅間山公園   
・哺乳類：5 種 
・鳥類：約 70 種 

（安定して生息しているのは 36 種） 
・爬虫類：5 種 
・両生類：3 種 
・昆虫類：284 種 
・植物類：496 種 
・希少種：2013 都 RL＆環境省 RL・・・97 種 
        2020 都 RL＆環境省 RL・・・81 種 

※浅間山を考える会モニタリング調査による。 

※府中市自然環境調査
（2019 年度） 

■西府崖線（西府町 1 丁目） 
・鳥類：22 種 
・魚類：7 種 
・エビ・カニ類：2 種 
・水生昆虫類：1 種 
・陸生昆虫類：40 種 
・水生貝類：1 種 
※西府崖線生態系調査
（2019 年度） 

■多摩川 
・哺乳類：11 種 
・鳥類：62 種 
・爬虫類：6 種 
・両生類：7 種 
・魚類：31 種 
・陸生昆虫類：541 種 
・底生生物類：209 種 
・植物類：520 種 

※河川水辺の国勢調査（2004～2018 年度） 

■多摩川河川敷 
・鳥類：81 種 
・植物類：272 種 

※多摩川植物調査（2019 年度） 
  多摩川野鳥調査（2019 年度） 

■武蔵台緑地 
・鳥類：26 種 
・昆虫類：331 種 
・木本類：60 種 
・草本類：138 種 
・シダ類：3 種 


